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4
月
9
日（
日
）は
福
岡
県
議
会
議
員

一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す

　

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
次

の
①
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

人
で
す
。

　

投
票
所
入
場
整
理
券
に
記
載
さ
れ

て
い
る
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ

い
。た
だ
し
、最
近
転
居
し
た
人
は
、

投
票
所
が
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

前
の
住
所
地
で
。

　

本
市
の
住
所
地
で
。

※
届
出
日
に
よ
っ
て
投
票
の
場
所
が
異
な

り
ま
す
。詳
し
く
は
市
・
区
選
挙
管
理
委
員

会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。な
お
、引

き
続
き
福
岡
県
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

を
投
票
所
で
確
認
す
る
た
め
、投
票
に
は

時
間
を
要
し
ま
す
。

　

目
の
不
自
由
な
人
は「
点
字
投
票
」

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、体
が
不
自
由

な
ど
の
理
由
で
字
を
書
く
こ
と
が
で

き
な
い
人
は
、投
票
所
の
係
員
が
代

筆
す
る「
代
理
投
票
」が
で
き
ま
す
。

投
票
の
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
の

で
、お
気
軽
に
投
票
所
の
係
員
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

代
理
投
票
や
他
の
支
援
が
必
要

な
場
合
に
、口
頭
に
よ
る
申
出
が
困

難
な
と
き
は「
選
挙
支
援
カ
ー
ド
」を

ご
提
示
く
だ
さ
い
。市
選
挙
管
理
委

　

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど

の
予
定
が
あ
る
人
は
、「
期
日
前
投
票

（
左
記
参
照
）」が
で
き
ま
す
。投
票
の

際
は
、投
票
所
入
場
整
理
券（
届
い
て

い
な
い
人
や
紛
失
し
た
人
は
、本
人

で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
）を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
投
票
所
入
場
整
理
券
は
、3
月
31

日
以
後
に
1
人
1
枚
郵
送
し
ま

す
。
選
挙
の
当
日
、
投
票
所
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
届
か
な
か
っ
た

り
、
紛
失
し
た
り
し
た
と
き
は
、

住
所
地
の
区
選
挙
管
理
委
員
会
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
届
か
な
か
っ
た
り
、紛
失
し
た
人

も
投
票
で
き
ま
す
。
本
人
で
あ
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の（
自
動

車
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）を
持
っ
て
、投
票
所

の
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
3
月
10
日
以
前
に
転
居
の
届
け
出

を
し
た
人
は
、新
し
い
住
所
地
で
。

●
3
月
11
日
以
後
に
転
居
の
届
け
出

を
し
た
人
は
、前
の
住
所
地
で
。

①
日
本
国
籍
を
持
ち
、平
成
17
年
4

月
10
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
。 

②
令
和
4
年
12
月
30
日
以
前
か
ら

引
き
続
き
北
九
州
市
内
に
住
所
が

あ
り
、住
民
基
本
台
帳（
住
民
票
）に

記
載
さ
れ
て
い
る
人
。

※
北
九
州
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人
で
、県
内
の
市
町
村
に
転
居
し
、

ま
だ
新
住
所
地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
な
い
人
も
投
票
で
き
ま
す
。県
外
に

転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

◎
藍
島
市
民
サ
ブ
セ
ン
タ
ー（
小
倉

北
区
）の
投
票
は
4
月
7
日（
金
）

7
〜
20
時
で
す 

◎
平
尾
公
民
館（
小
倉
南
区
）の
投

票
は
4
月
9
日（
日
）の
7
〜
19

時
で
す

投
票
で
き
る
人

投
票
す
る
場
所

投
票
所
入
場
整
理
券
を
お
忘
れ
な
く

点
字
投
票
と
代
理
投
票

選
挙
支
援
カ
ー
ド

　

身
体
障
害
者
手
帳
、戦
傷
病
者
手

帳
、介
護
保
険
証
を
持
ち
、一
定
の
条

件
に
該
当
す
る
人
は
、郵
便
な
ど
に
よ

　

不
正
投
票
防
止
の
た
め
、投
票
所

で
は
誕
生
日
な
ど
に
よ
る
本
人
確
認

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

候
補
者
の
氏
名
・
経
歴
・
政
見
な
ど

を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
各
世
帯
に

配
布
し
ま
す
。お
届
け
に
は
日
数
を

要
し
ま
す
。お
急
ぎ
の
人
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

本
人
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

選
挙
公
報
を
配
布
し
ま
す

期
日
前
投
票

市
内
で
転
居
し
た
人
　

県
内
の
他
市
町
村
か
ら
本
市
に

転
入
し
、令
和
4
年
12
月
31
日

以
後
に
届
け
出
を
し
た
人

本
市
か
ら
県
内
の
他
市
町
村
へ

転
出
し
、令
和
4
年
12
月
31
日

以
後
に
届
け
出
を
し
た
人
　

投
票
時
間 

7
〜
20
時

※小倉北区藍島にお住まいの有権者は4月6日(木)まで期日前投票ができます。

員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
、
ご
記
入
の
う
え
、
投
票

所
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は

住
所
地
の
区
選
挙
管
理
委
員
会
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

る「
不
在
者
投
票
」が
で
き
ま
す
。

4
月
5
日（
水
）ま
で
に
、証
明
書
の

交
付
や
投
票
用
紙
の
請
求
な
ど
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。詳
し
く
は
住
所

地
の
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

場所
住所地の区役所

■期日前投票の日程

それぞれの区に
お住まいの有権者

小倉北区馬島に
お住まいの有権者
小倉北区・小倉南区に
お住まいの有権者
八幡東区にお住まいの
有権者
戸畑区にお住まいの
有権者

4月1日(土)
~8日(土)

4月5日(水)

4月5日(水)
~8日(土)

8時30分~20時

8時30分~19時

12~15時

10~19時

住所地の出張所 
(大里出張所は
門司体育館に変更)

馬島集会所

セントシティ10階

イオンモール八幡東1階

イオン戸畑ショッピング
センター2階

投票できる人 日程 投票時間

問い合わせ先 選挙全般に関すること
市・区の選挙管理委員会

入場整理券に関すること 
※問い合わせは3月31日から

北九州市
門司区
小倉北区
小倉南区
若松区
八幡東区
八幡西区
戸畑区

☎582・3071
☎331・1880
☎582・3302
☎951・4113
☎761・5328
☎671・2887
☎642・1443
☎871・3453

　
☎332・4484
☎583・6108
☎921・9264
☎761・4261
☎661・6185
☎622・4890
☎883・1091

新
し
い
個
人
情
報
保
護
制
度
に
つ
い
て

自
衛
隊
へ
の
個
人
情
報
の
提
供
を
望
ま
な
い
人
は

除
外
申
請
の
手
続
き
を

　

４
月
か
ら
新
た
に
適
用
と
な
る
個

人
情
報
保
護
法
の
も
と
で
、個
人
情

報
の
取
り
扱
い
や
開
示
請
求
な
ど
の

個
人
情
報
保
護
制
度
が
、全
国
共
通

の
ル
ー
ル
と
な
り
ま
す
。

　

個
人
情
報
保
護
法
に
は
こ
れ
ま
で

の
個
人
情
報
保
護
条
例
と
同
等
の
規

定
が
置
か
れ
て
お
り
、必
要
な
保
護

水
準
は
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
つ
い
て

は
、引
き
続
き
、写
し
の
作
成
と
送

付
に
要
す
る
費
用
の
実
費
相
当
額
が

必
要
と
な
り
ま
す
。開
示
決
定
の
期

限
や
審
査
請
求
に
対
す
る
個
人
情

報
保
護
審
査
会
で
の
調
査
審
議
と

い
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、お
お
む
ね

こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、自
衛
官
な
ど
の
募
集
事

務
に
つ
い
て
、法
定
受
託
事
務
と
し

て
広
報
宣
伝
な
ど
の
協
力
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

毎
年
、自
衛
隊
で
は
自
衛
官
等
募

集
対
象
者
に
対
し
て
募
集
案
内
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。そ
の
際
に
必
要
と

な
る
対
象
者
の
情
報
に
つ
い
て
は
、令

和
4
年
度
か
ら
、提
供
す
る
年
度
に

18
歳
に
な
る
男
子（
日
本
国
籍
を
有

す
る
人
）の「
氏
名
」と「
住
所
」を
宛

名
シ
ー
ル
に
印
字
し
て
市
が
自
衛
隊

に
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
情
報
提
供
は
、法
令
に
基
づ

い
て
適
切
に
行
い
ま
す
が
、提
供
を
望

ま
な
い
人
は
申
請
に
よ
り
自
衛
隊
へ

提
供
す
る
宛
名
シ
ー
ル
か
ら
除
外
し

ま
す
。

�
市
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
総
務
区
政
課
☎
5
8
2・2
1
5
5

	
総
務
局
文
書
館
☎
5
6
1・5
5
5
8

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
制
度▲市ホームページ

　「個人情報保護制度」

令
和
5
年
4
月
1
日
時
点
で
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、平
成
17
年
4
月
2

日
〜
平
成
18
年
4
月
1
日
に
生
ま
れ

た
男
子
。

対
象
者

除
外
申
請
の
手
続
き

4
月
3
日
〜
5
月
31
日
ま
で
に
申
請

書
を
郵
送
す
る
か
、


で
。
申
請

書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左
記
を

読
み
取
り
）な
ど
で
も
入
手
で
き
ま

す
。詳
細
は
�

を
。

●
申
請
方
法

▲市ホームページ
　「自衛官等募集事務に係る
　募集対象者情報の提供に
　ついて」

　

個
人
が
識
別
で
き
な
い
よ
う
に
加

工
し
た
デ
ー
タ
を
、新
た
な
産
業
の

創
出
や
市
民
生
活
の
質
の
向
上
に
つ

な
が
る
事
業
を
行
う
事
業
者
に
提
供

す
る「
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報

制
度
」が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

情
報
の
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、事
業

の
目
的
や
情
報
の
安
全
管
理
に
関
す

る
措
置
が
適
切
で
あ
る
か
、情
報
が

確
実
に
匿
名
化
さ
れ
て
い
る
か
、市
が

責
任
を
も
っ
て
確
認
し
ま
す
。


